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居宅介護支援重要事項説明書 
１  事業の目的及び運営の方針 

（１） 事業の目的 
     社会医療法人蘇西厚生会が開設する指定居宅介護支援事業所 まつなみケアプランセンタ

ー（以下「事業所」とします。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項

を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な

介護支援業務を提供することを目的とします。 

（２）運営方針 
・利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるように配慮して行います。 

・利用者の選択により、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な保健医療サー

ビス及び福祉サービスが、多様なサービス事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配

慮し多様な事業所の連携を得て介護サービスが提供されるよう努めます。 

・居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立

って提供し、又、居宅サービスが特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に偏することの

ないよう公平中立に行います。 

・事業の運営に当たっては、市町村、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括

支援センター等との連携に努めます。 

２ 事業所の概要 
（１）事業所名        まつなみケアプランセンター 

 （２）所在地         羽島郡笠松町田代１８５番地の１ 
 （３）介護指定事業者番号   岐阜県２１７０６０００７２ 

 （４）連絡先         ＴＥＬ：０５８－３８７－５５３３ 
                ＦＡＸ：０５８－３８７－５５６２ 

３  職員の職種、人数及び職務内容 

 人数 勤務形態 勤務内容 

管理者 
主任介護支援専門員 

１名 常勤・兼務 

介護支援専門員の管理、居宅介護支援の利用の申し込みに

係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に

行います。運営指針を遵守し、特定事業所加算要件にのっ

とり介護支援業務に当たります。 

介護支援専門員  ５名 常勤・専任 
運営指針を遵守し、特定事業所加算要件にのっとり介護支

援業務に当たります。 

４  営業日及び運営時間 
・月曜日 ～ 金曜日   ８：３０～１７：３０ 

・土曜日       ８：３０～１２：３０ 

＊ ただし、祝日及び１２月３１日から１月３日は休みます。 

＊ 電話等により営業時間外、休日・夜間等２４時間連絡が可能な体制です。 

＊上記の時間帯については、担当者が不在の場合でも他の介護支援専門員が対応し、担当者に連

絡を取ります。また、緊急の場合では、他の介護支援専門員が必要な対応を行ないます。 
上記以外の時間帯については、当該事業所の介護支援専門員が輪番制により担当します。 
 

５ 特定事業所加算Ⅱを取得（平成 24 年 5 月より） 
  ・要件に則りサービス提供しています。 
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６  居宅介護支援の提供方法及び内容 
(１)身分を証する書類を携帯し、初回訪問時又は利用者もしくはその家族から求められたとき

は、これを提示します。 

(２)居宅サービス計画の作成に関する下記の業務を担当の介護支援専門員が行います。 

（居宅サービス計画書の作成の流れ） 

・利用者の有している能力、提供を受けているサービス、そこにおかれている環境等の評 

価を通じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した生活を営む事 

が出来るような解決すべき課題を把握し、課題分析します。 

・居宅サービス計画の作成にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関 

するサービスの内容、利用者等の情報を適正に利用者又はその家族等に対し提供して、 

利用者にサービスの選択を求めます。 

・利用者及び家族の希望並びに利用者について、把握された解決すべき課題に基づき、当 

該地域における居宅サービス等が提供される体制を勘案して、サービスの目標、達成時 

期、サービス提供をする上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 

・ 居宅サービス計画に訪問看護等医療サービスを位置付ける場合には、利用者の同意を得て主 

治医等の意見を求めます。 

・居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか 

否かを区分した上で、その種類、内容、料金等について利用者及びその家族に説明し、利用者 

から文書による同意を得ます。 

 

 

 

（サービス担当者会議の開催等） 

・居宅サービス計画に原案に位置づいたサービス担当者に対し、会議の召集、照会等を行 

うことにより、当該居宅サービス計画の原案内容について、専門的な見地から意見を求 

めるものとします。 

・ 居宅サービス計画を新規に作成した場合や要介護更新認定、要介護状態区分の変更認定を受けた場 

合については、原則としてサービス担当者会議を必ず開催します。ただし、サービス担当者会議を開 

催しないことについて、やむをえない理由が有る場合については、担当者に対する照会等に 

よることで差し支えない事とします。 

・サービス担当者会議においては、各サービス担当者が利用者の状況を把握し、介護支援 

専門員等と当該情報を共有することを、サービス担当者会議の目的として明確化します。 

 

 

 

 

(経過観察・再評価） 

   ・利用者の居宅を毎月１回以上訪問し、状態の把握及び再評価に努めます。特段の事情のない限り、少 

なくとも１月に１回、経過・再評価の結果を記録します。 

   ・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等と連絡調 

整を行います。 

・居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス担当者から個別サービス計画の提出を求め

ます。 
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(３)居宅サービス計画の変更 
  ・利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業所が居宅サービス計画の 

   変更が必要と判断した場合は、事業所と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画 

を変更します。  

  

(４)要介護認定等の手続きの代行及び認定調査 
・ 要介護認定等の確認を行い、必要に応じて要介護認定申請の代行を行います。 要介護認定者

等の更新申請についても、現在の要介護認定等の有効期間が終了する１ヶ月前からできるように

必要な支援を行います。 

・ 市町村の委託調査を行うにあたり、調査の留意事項に精通し、公平、中立で正確な調査を行いま

す。 

・ 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、地域包括支援センターに 

当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとします。 

 

(５)介護保険施設への紹介 
・利用者がその居宅においてサービス提供が困難となった場合、又は介護保険施設への入所等

を希望する場合には、介護保険施設への紹介等その他の便宜の提供を行ないます。 

 

 (６)その他関連機関との連携 
・病院への入退院、介護施設への入退所、小規模多機能事業所への移行、地域包括支援センタ

ーからの紹介等の際には円滑に支援できるよう連携を図ります。 

 

 ７ 介護支援専門員の交代 
（１）事業所からの介護支援専門員の交替 

事業所の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。介護支援専門員を交替する場合

は、利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。 

  (２)利用者からの交替の申し出 

選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と

認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業所に対して介護支援専門員の交

替を申し出ることができます。 

 

８  利用料その他の費用 
（１） 利用料 

・要介護認定を受けた利用者は、介護保険から全額給付されるため自己負担はありません。 

＊  利用者がまだ要介護又は要支援認定を受けていない場合や保険料の滞納がある場合には、

下記のような手続きを取ります。 

１ 利用料金を一旦全額支払い、「領収書」を当事業所より受け取ります。 

２ 事業所から必要事項を記載した「居宅介護支援提供証明書」を発行します。 

３ 要支援、要介護の認定を受けた後、又は滞納保険料を納付された後、「介護保険居宅介

護（支援）サービス費等支給申請書（償還払い用）」に当該月分の「領収書」及び「居

宅介護支援提供証明書」を添付して市町村窓口に提出すると、全額あるいは一定の割合

で差額の払い戻しを受けることができます（償還払い）。 

＊ 利用料金は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし，当該事業が法定代理受領サー    

ビスであるときは無料、法定代理受領分以外は、厚生労働大臣が定める基準による介護報

酬分とします。 
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（２） 交通費 

・通常の事業実施区域を越えての利用者から要請があった場合の交通費については、利用者の

同意を得て、その実費を徴収します。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴

収します。 

１ 通常の事業実施区域   …     無料 
２ その他             …   ３５０円 （片道） 

 

９  通常の事業実施区域 
通常の事業実施区域は、笠松町、岐南町、岐阜市（長良川河南）、羽島市、一宮市（北方町、木

曽川町、更屋敷）、各務原市（川島）とします。 

 

１０ 苦情申し立ての概要 
・居宅介護支援に関する相談や苦情、及び「サービス利用票(居宅サービス計画)」に基づいて

提供した介護サービスに関するご相談や苦情は、遠慮なく下記までご連絡ください。 

・常設窓口   羽島郡笠松町田代１８５番地の１ 松波総合病院南館内  
まつなみケアプランセンター 
担当者    堀 昭江 
電  話    ０５８－３８７－５５３３ 

・その他に市町村の相談苦情窓口や国民健康保険団体連合会に苦情を伝えることが出来ます。 

・岐阜市役所(市民福祉部 介護保険室)  電話 ０５８－２６５－４１４１㈹ 

・羽島市役所(高齢福祉課)           ０５８－３９２－１１１１㈹ 

・笠松町保健福祉センター(介護保険課)     ０５８－３８８－７１７１㈹ 

・岐南町役場(健康推進課)           ０５８－２４７－１３２１㈹ 

・各務原市役所(健康福祉部高齢福祉課)     ０５８３－８３－１１１１㈹ 

・一宮市役所(高年福祉課)           ０５８６－２８－９０１９(直) 

・岐阜県国民健康保険団体連合会        ０５８－２７３－１１１１ 

・愛知県国民健康保険団体連合会        ０５２－９６２－１３０７ 

 

・対応方法   

苦情の申し立て・相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応します。 

    利用者が苦情申し立て等を行ったことを理由になんらかな不利益な取り扱いをすること 

    はありません。 

 

１１ 事故発生時の対応 
・事業所は、利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が生じた場合には速やかに市町村、

利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

・事業所は、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事項が発生した場合には、

損害賠償を速やかに行います。 

 

１２ 守秘義務及び個人情報使用同意 
・事業所の介護支援専門員、過去に介護支援専門員その他の従業員であった者は、正当な理由

なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしません。 

・居宅サービス計画書を作成するに当たり、主治医・医療機関・居宅サービス事業所・地域包

括支援センター・介護施設・市町村等との連絡調整の為に、利用者及び家族の同意を得て情

報提供します。 
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・個人情報の提供は必要最小限とし、提供に当たっては関係者以外の者に漏れる事のない様に 
細心の注意を払います。 

１３ その他 
・事業所は厚生労働省の「介護サービス情報の公表」制度に基づき指定調査機関の調査を受け、

介護サービス情報を公表しています。 

 
 
 
 
 


